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融
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融
機
関
川
守
の
紅
労
者
に
川
け
す
ゐ
抗
告
伝
子
の
合
同
一
及
、
ん
行
な
わ
れ
て
き
一
人
。

似
方
、

金
融
機
関
が
ボ
心
地
資
に
よ
る
貸
付
主
吉
田
以
一
ー
喜
一
ほ
か
う
た
場
合
、

川
川
資
を
行
と
J

F

J

取
締
役
は
ん
民
社
誌

F
W
M
d
慨
忍

に
基
づ
く
括
合
匙
仲
間
責
任
を
会
社
に

し
て
負
う
（
会
悼
法
山

久
市
浪
）

H
f
A
扮
慨
訟
の
評
査
の
際
、
九
六
社
民
一
の
げ
は
転
倒
a

学

一言。、
f
L
＋ト、

百
1
1
3
1
4
v
l
v

根
締
役
内
定
の
及
川
量
七
認
め
る
経
営
判
断
の
い
原
則
が
通
川
刑
さ
れ
る
1
／
考
ム
九
、
り
れ
て
き
た

以
前
か
、
り
、

戸｛、中司、

｝

t
 

,cc 
1司
初i
原

則
6コ
イJ
Z宅

月
ノL符
ヨ3r干
は ii
Uノ

!A 
方て
〕

ユづ

習
か

え
な

刀〉

」
の
占
に
つ
い
亡
、
む
司
教
が
間
取
な

つ
の
判
断
を
不
し
た
。

長
決
υ

成

二

年

に
討
す
る
小
良
川
骨
（
h
r

い
い
が
特
別
口
H
任
罪
に
閃
わ
れ
L

ぺ
事
交
に

b
い
て
、

銀
行
の
－

m攻

円
以
内
裁
2
ヲ
J

V

L

h

仙
之
口
円
判
断
ぷ
則
は
休
日
ν
め
て
ニ
ロ
位
ず
る
と
と
も
に
、
同
ぷ
則
市
’
士
一
削
機
閉
め
拠
資
弐
務
に
お
い
て
は
限
立
さ
れ
ゐ
こ
と

一
ふ

を
一
小
し

f
の
と
あ
る
」
ず
な

I
1一、

（
特
別
）
日
任
罪
に
お
い
て

4
河
原
則
が
考
慮
さ
れ
る
こ
ー
一
を
、
閣
議
的
伝
が
ら
も

4
1
〆
に
こ
〉
一

片山
K
ぺ
司
令
」

〉
コ
一
、
J

、

d

よ
J
d

が
い
銀
事
件
に
お
い
て
は
、

円
山
れ
の
取
締
役
が
れ
、
H
判
断
川
市
川
の
泊
府
宇
一
受
け
る
会
日
引
法
！
の
ふ
江
川
内
才
一
践
に
造
反
し
と
い

る
こ
〆
｝
、
司
義
務
浸
反
が
存
在
す
る
場
台
片
山
特
別
化
円
任
罪
に
お
け
る
任
務
達
時
い
か
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
不
さ
れ
ん
た
日
で
為
り
、
な
お

そ
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
以
レ
U

そ
、
｝
で
、

本
稿
で
は
、

小
正
雌
ノ
4
H
苧
案
に
お
け
る
背
任
ザ
の
成
否
に
つ
い
て
、

問
題
と
J
r
T
G
M
H
山乃の

: Ex人i.tc刊行j '3 + 2:32J 844 [2川：；I、



安
件
寸
一
概
観
7

し
ド
一
段
、
日
間
廿
刊
断
以
則
が
川
罪
に
影
響
t
H
7え
る
の
か
γ

目
、
炉
、
及
び
、
ど
の
ど
う
な
影
町
立
を
J
J
子
ゐ
の
一
与
に
つ
い

討
し
ん
｝
い
こ
問
、
う
ハ
ま
と
、
近
時
は
ヌ
H
融
資
の
借
り
エ
ト
h
J
L
庁
粁
界
の
共
司
正
犯
y
し
し
て
刑
事
支
任
を
追
及
き
れ
る
事
案
が
見
ら
れ
、

レ
地
引
の
限
界
人
乞
ソ
ご
一
に
引
く
の
か
に
つ
い
て
活
発
注
誌
論
を
呼
J

へ
と
い
る
が
、

戸
一
の
司
、
に
つ
、

C
己
打
〕
八
九
す
J

一
一
千
二
工
、
こ
；

一：
j
f
1
u
f」
d
l
h
f
f
」

7
L

第

虫Ii

不
正
融
資
事
案
に
お
い
と
問
題
と
な
る
犯
罪
煩
型
｜
｜
背
任
と
横
t
似
の
区
別

と
こ
ろ
で
、
不
当
貸
付
に
持
し
て
は
、
背
任
罪
に
山
内
わ
れ
た
事
例
だ
け
で
は
な
く
、
業
務
戸
…
梢
人
沼
、
深

心
事
例
J
h
p
有
在
す
る
f

－

一
刑
法
一
と
一
条
）

」

山

A
V

っ
1

L
i
L
L
J
4
1
才

不
良
貸
付
に
つ
い
司
て
も
、
実
質
的
に
は
損
涜
に
問
に
わ
れ
ご
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
け
之
口
が
あ
る
J
い

じ一

う
松
前
、
も
ん
行
を
す
る
と
こ
ろ
C
ん
あ
る
…
？
の
た
め
、

不一
r織
へ
才
、
事
山
長
に
お
い
こ
J
U
U
明
治
と
背
下
い
の
区
別
が
村
民
と
な
り
う
る
ハ

お
F
i
c
右
刀
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
苛
ι
u
u
J
と
秘
伝
坊
は
！
父
芸
ず
る
こ
っ
C
Eい
む
肢
は
ー
に
み

η
、
州
派
心
区
別
～
い
を
の
交
υい
す
る
部
分

に
お
い
て
い
ず
れ
の
犯
採
が
佼
先
的
に
以
1

げ
す
る
か
？
と
い
ニ
問
題
2
？
と
に
奴
ぇ
、
つ
れ
、
院
に
木
村
脱
台
に
よ
け
供
慌
時
が
優
先
さ
れ
ゐ
L
Y

川一

制
附
さ
れ
て
い

こ
の
場
合
、
何
時
二
北
円
任
罪
心
構
成
法
件
ど
も
談
合
し
て
い
る
こ
と
に
立
る
J

他
上
刀
、
同
提
が
土
ハ
に
成
r

リ
ナ
る
慌
哉

の
存
在
を
否
心
し
、
横
領
罪
、
ζ

背
仔
町
の
成
J
V

口
恥
同
を
d
u九
に
ば
別
す
る
見
解
も
ん
什
ぃ
什
ム
ペ
マ
る
じ
ま
z人
、
判
例
も
、
財
産
処
分
が
自
己
の

ポ11＇民主すよこ i1na111イ肯作

乞
リ
義
・
計
日
円
J

で
行
な
わ
れ
れ
以
検
領
、

ベ
人
の
名
義
・
計
算
で
公
さ
れ
れ
ば
品
川
刊
と
い
う
一
c
h
つに、

同
者
の
甘
み
分
け
ピ
凶
ハ
一
て
い
る

／
）
も
迷
併
で
き
る

i

》：、
l
f

J

洋
一
イ

v
」
、
J

る

－

出

hf咋
ド

日
！
の
名
義
・
計
算
に
よ
る
’
土
品
を
領
行
ノ
↓
評
価
で
き
る
；
、

L
亡
、
前
記
e
十
力
説

か
ら
ー
も
え
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
町
、

古
一
で
の
問
忍
山
川
、

領
U
V
ι
u
品
を
背
打
r
u訂
心
処
訂
諮
問
に
八
日
む
の
か
と
い
う
ご
！

fyf1つ手：
も説
どち ；こ

るお
プ）当 V

iま

fr 
l上

空「
ゼ

長一
J

札
、
活
用
心
乙
阿
川
、
わ
ず
J

J

滝
川
山
行
使
に
持
す
る
行
為
に
限
定
し
横
約
乙
育
つ
ー
の
日
五
分
け
を

M
F
Q
i

指
領
芥
に
お
J

て
お
：
一
指
引
に
領
将
、
1
J
J
G
行
局
d
b
A
C
U
D

r

の
士
つ
な
一
〈
一
別
は
必

rJLも
貫
徹
L
、t
な
い

よ
う
に
点
わ
、
れ
る
ー
本
人
の
名
義
・
司
社
内
ー
に
よ
っ
て
も
第
＝
者
の
涜
刊
と
－
叶
恒
で
、
さ
る
は
均
百
は
あ
る
か
ら
て
た
る
c

一
エ
た
、
不
良
貸
付

1！メ人民半、日：／ス・＂ Z2日、叫に：zoリ.11、



に
お
い
て
は
背
任
却
と
V

J

て
J

市
）
京
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、

十
川
公
忙
に
つ
い
て
も
司
法
人
に
占
一
反
、
μ
4
人
の
行
為
主
計
制
で
き
な
い

こ
と
を
司
討
に
常
に
筒
仔
行
為
こ
な
る
わ
け
で
は
な
！
っ
ー
よ
」
；
ヤ
ヮ
J
I

－
－
小
枯
に
お
い
て
は
間
資
が
出
己
a

第
一
一
石
領
符
J
｝
一
計
仰
さ
れ

る
の
か
に
い
う
ヨ
に
は
三
れ
以
卜
斗
ら
人
口
ず
、
士
乙
し
て
背
粁
却
を
素
U
引
に
検
討
を
ぷ
え
る
こ
こ
と
す
る
ロ

ι

品川二半円十

け
じ
予
の
責
江

ま告

訴1

背
任
罪
の
或
γ

引
い
に
つ
い
て

日
円
汗
尽
に
お
い
ご
ぽ
、
主
体
「
す
務
処
罰
者
〆

三
割
珂
が
い
わ
ゆ
る
背
山
ヰ
ふ
み
の
本
町
長
献
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れ
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融
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わ
れ
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叶
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付
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↓
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台
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れ
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っ
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司
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ず
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鮮
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司
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け
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じ
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り
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組
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行
な
わ
れ
て
い
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こ
い
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二
一
が
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は
配
さ
れ
る
。

に
こ
え
日
以
、

ハ
司
九
月

ハ
同
町
論
で
は
ゐ
司
令
ー
よ
り
の
日
務
迭
背
に
つ
い
て
実
質

的
な

4
断
か
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
に
、

r

の
後
の
、
級
事
裁
叫
一
例
に
お
い
て
も
、
法
令
違
反
が
存
在
ず
る
に
も
か
古
わ
ら
15実
質
的
な

（川口一

不
当
性
の
在
任
が
行
は
わ
れ
て
い
る
n

司寸町一一
U
H杭
州
民
事
件
？
き
て
の
よ
う
な
閉
山
一
け
一
川
九
土
め
る
ハ
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
、
寸
つ
宝
王
～

質
的
判
断
は

て
い
る
c

も
J
J

と
も
、
実
質
的
判
部
心
当
容
は
、

涯
L
R
の
業
務
心
計
叫
｝
ゲ
門
店
税
し

~， 

人
に
と
；
工
不
が
い
祉
は
行
為
か
一
は
ど
が
必
準
と
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も

λ
体
的
な
も
の
と
は
レ
え
な
し

（川
j

別
）
背
任
却
は
、
行
人
局
者
が
本
人
l
L
心
関
係

c
hす
る
一
必
心
任
務
に
反

L
、
本
人
に
山
町
ハ
L
口
と
h
J
え
た
こ
と
を
処
討
す
ゐ
犯
罪

亡ふめヴムハ
V
ν

ミ
こ
で
J
M
｛
疋
さ
れ
る
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為
者
心
任
内
叫
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、
『
434
本
人
の
肘
丘
処
分
に
反
す
る
意
思
、
そ
し
r
、
行
為
高
と
本
人

から一一

F
出
さ
れ
る
様
々
な
刊
？
恒
例
の
社
説
に
ょ
う
℃
同
定
さ
れ
る
こ
と
山

」

心コ
ト
払

ノ

甲1

'" 9ト
cコ
士号
申巳

rr＂＇人民半、日： （3モZ33、前47:zo・ Lil.、

ド
ド
務
川
河
北
ゴ
判
断
が
、

と
り
わ
け
私
訟
の
規
範
を
参
考
と
す
る
場
台
、
法
秩
序
の
統
一
牲
の
礼
枇
川
町
、
り
、
私
叫
仏
ト
五
容
3
れ
7
、
い
る
行
為
JY
羽
注
ト
尚
一
ム
よ
し
ム
ヌ

机
川
ト
土
、
々
で
は
な
い
と
い
う
帰
結
J
ペ
ヰ
か
れ
匂
し
も
コ
と
も
、

友
人
こ
の
U
J
宏
一
卜
法
伴
ト
の
関
係
か
っ
専
か
れ
る
刑
法
外
心
中
市
川
純
が
合
一
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「
任
務
」
を
土
問
従
日
け
る
わ
け
で
な
い

て
背
任
罪
の

を
の
玩
範
引
、
背
任
罪
に
お
い
て
考
応
い
い
他
「
ゐ
も
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

主
ら
な
い
ず
な
わ
ち
一
、
青
粁
ー
は
本
人
の
肘
帳
、
～
ω
附
議
す
る
ん
｝
め
の
矧
純
で
あ
る
以
ト
、
川
村
川
護
保
蕊
乙
関
係
の
な
L
M品
純
の
違
反
は

背
粁
司
引
を
小
山
崎
J

りさ
4
Z
Q
h
了
ニ
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
背
任
罪
の
保
護
日
的
を
変
化
v
O
ゼ
て
し
ま
っ
と
ヒ
に
な
っ
て
し
ま
う

古冶
I' は

お
、
本
人
が
A

口
組
で
為
る
場
合
に
で
の
財
＃
処
分
に
河
ず
る
意
思
を
ど
の
払
う
に
州
定
J

q

る
か
が
問
題
ζ

な
る
n

こ
の
ほ
に
つ
い

ト
ノ
ソ
仁
お
レ

C
4山発

ι午
前
人
師
、
か
な
さ
、
れ
て
レ
る
と
w

ブつ

ん

μ
判
ん
ら
立
川
川
b
r
q
一
判
断
す
る
除
に
は
、
ま
ず
尖
引

M
庄
の

干
に
、下

hニム



済
的
保
明
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
株
土
や
討
の
芯
巴
が
問
題
に
な
る
じ
も
コ
ζ

色
、
会
紅
・
引
じ
れ
が
株
十
の
貯
梧
ー
を
一
つ
の
同
体
L
Y

し

て
担
う
場
台
、
で
の
白
思
決
定
ト
刀
渋
は
出
向
の
も
の
に
は
往
く
法
却
に
長
コ
い
て
中
心
ヰ
イ

－
 
U
 
フ4「辺り4
 

そ
の
向
川
」
円
か
ら
じ
～
て
ぶ
ら
れ
三
泊

EhIお
よ
ふ
支
持
て
き
は
い
も
の
で
あ
っ
～
古
を
判
断
す
る
し
ひ
日
い
ハ

m

「ぬ一

4

企
業
の
胤
荷
主
へ
き
く
な
れ
ば
な
る
は
と
、
企
業
間
三
弄
実
は
尖
わ
、
れ
る
で
為
ろ
h
1
0

日」十一
ぃ
J当＼
 
j
 
U
A
 

F
A
U
 

は
洲
市
ー
に
そ
れ
が
会
仕
の
寸
前
、
ミ
あ
る
y

主
え
る
、
一
こ
は
で
き
ず
、

お
け
る
主
必
決
定
制
た
川
J

実
質
的
な
陪
股
が
必
伎
と
な
ろ

も
っ
こ
も
、
兵
体
的
な
ム
一
目
、
渋
況
が
？
？
れ
て
J

る
こ
い
〈
は
稀
で
あ
り
、
七
け
場
合
は
、
会
引
の
茶
話
相
e

定
款
j
t
J

か
ら
そ
り
大
枠

／
）
し
て
の
行
主
会
推
担
）
、

あ

刈
引
加
害
口
的

凶
利
加
山
口
川
け
的
は
、

汗
ιド山
f
の十
L

鋭
的
史
円
で
あ
る
が
、
そ
の
古
義
が
問
題
と
な
っ
づ
い
る

加
山
内
目
的
が
、
一
対
件
一

守
れ
は
、

の
長
官
リ
一
心
認
可
叫
・
芯
写
、
す
な
わ
ち
故
伝
と
震
複
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
尚
昆
意
識
に
悲
づ
J

＼
こ
の
点
、
図
利
川
市
古
心
積
他

が一

的
立
役
や
蒔
定
的
認
識
を
安
求
す
る
比
解
も
あ
る
が
、
ル
ベ
γ
説
ド
お
い
て
は
同
民
件
を
動
機
と
埋
解
ず
る
見
所
が
有
力
で
あ
る
v

エ
の
中

亡
、
も
、
判
例
が
採
用
い
に
い
る
と
さ
れ
る
肌
併
は
沼
恒
的
勤
扱
恥
と
呼
ば
れ
る
べ
V

同
説
に
と
れ
ば
、
図
利
加
山
中
日
的
は
、

凶
利
加
わ
L
一一

鳥羽川
4

令
ど
あ
り
、
か
っ
、
本
人
阿
利
の
助
機
が
た
い
二
と
を
内
科
、
y
ごぺ

併
除
寸
る
機
長
を
持
つ

4

人
の
利
於
の
た
め
に
す
る
行
為
を
丹
任
罪
か
ら

ミ
の
川
Jm併
に
よ
れ
ば
、
円
ア
お
一
者
阿
利
の
助
機
も
友
人
凶
利
の
動
機
も
な
い
場
企
で
あ
っ

C
も
、
背
任

却
は
求
げ
一
j

る
い
く
に

ー
も
っ
と
も
、
裁
判
に
お
い
に
は
、
電
他
的
な
凶
利
加
古
川
河
的
の
有
山
が
与
一
一
日
こ
な
っ
て
き
ヒ

γ

山
花
級
資
、

と
れ
わ
け
γ
市中門九九日利…の

事
J

木
に
お
い
て
は
、

行
為
者
が
が
済
的
利
P

八
叫
を
じ
れ
る
ご
こ
を
弓
お
と
し
て
い
ば
い
こ
と
引
多
〈
、
一
従
求
心
収
泌
な
貸
吋
が
川
川
、
り
か
げ
い

な
る
い
ご
、
に
よ
コ
亡
白
己
乃
Y
川
川
市
失
墜
阜
、
責
任
追
及
が
担
こ
Q

の
を
免
れ
る
ー
た
め
l

ζ

γ

1

日
己
保
身
川
門
的
か
認
定
さ
’
れ
る
こ
こ
が
多

コ引一十
い
司
（
そ
の
よ
戸
つ
な
判
前
zVFY
リ
江
ず
る
材
料
と
し
亡
、
客
制
的
、
L

1
行
為
γ
刊
の
と
っ
と
冶

E
が
上
下
へ
の
列
ド
M
E
と
は
り
う
る
も
正
で
あ
コ
人



か
」
が
山
町
田
L
Y

な
る
一
一
乙
が
多
く
、
そ
の
は
］
山
味
で
、
前
山
の
き
ノ
に
Y
A
h－
任
務
注
背
中
、
考
店
さ
れ
る
べ
き
い
弔
怖
が
図
利
山
中
戸
的
の
長

九
千
に
お
い
て
工
〕
）
利
｛
い
付
さ
れ
て
き
た

1

生
コ
と
ら
、

沢
時
は
粁
務
進
出
は
が
一
息
渇
き
れ
る
の
に
し
た
が
コ

相
対
的
に
凶
利
加
ι

口川け

的
の
重
投
性
は
低
ー
し
て
い
る
υ

引
山
浪
主
件
い
に
お
い
て
き
、
は
わ
一
春
、
必
ポ
帯
に
お
い
し
』
は
、
む
ー
正
J
M
門刊刊山守口「寸
l

的
が
中
心
的
な
争

白
川
で
為
っ
ψ

ぺ
小
、
最
古
川
以
は
、
川
川
河
一
切
半
口
斗
的
に
っ
こ
k
蝕
れ
る
こ
と
な
，
＼
も
っ
ぱ
ら
灯
ー
務
山
息
苦
を
問
題
ζ

）
て
ジ
Q
o

て
ば
、
本
人
一
川
門
利
一
斗
的
が
は
か
つ
土
方
ど
う
か

斗
己
保
身

i
り
山
川
の
存
在
は
本
人
休
刊
イ
オ
治

心
不
存
p
f
V
H
品
位
づ
げ
る
t
左
前
と
迂
る
に
す
ぎ
な
い
〈

は
も
か
か
わ
ら

F
M

口
己
保
古
河
村
釣
の
布
川
一
三
下
と
し
て
予
わ
れ
る
の
は
、
本

川
刊
ぃ
加
し
皆
目
的
、
山
町
刑
法

丈
に
お
い
て
積
他
的
に
要
ぶ
さ
れ
て
い
る

U
t
y
jし
な
い
わ
刊
に
は
い
か
ム
た
い

1r
い
ろ
出
、
に
よ
る
も
の
「
捻
淵
き
れ
る

人
民
引
州
LRFJの
ギ
心
事
の
ー
υ
正
か
午
務
違
山
け
の
？
止
一
J
U
と
夫
店
州
市
に
置
殺

Lfる
筒
所
M
r
多
い
点
、

川
一
仁
丸
木
一
万
九
点

し
ト

L
2

7

t

 

総
心
討
件
犯
と
比
松
し
て
、
じ
己
保
一
リ
的
と
い
う
”
に
引
制
度
的
な
利
川
む
効
核
乞
積
約
的
に
政
求
す
る
と
と
、
川
げ
は
た
し
て
し
恩
院

の
あ
る
こ
と
か
は
疑
問
で
あ
る
v

ミ
A

〉
、

仏判
M
戸
L
V

治

経
営
判
断
原
則
と
山
丹
伴
罪

J拘
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詰
N 

任
務
評
一
品
頁
円
と
が
m
，H
判
断
涼
則

也
八
円
守
山
断
原
則
に
つ
い

て
お
く
つ
任
川
U

！
日
断
原
則
カ
問
み
に
な
る
の
は
、
民
約
役
心
主
つ
会
吋
法
！
の
、
引
意
義
務

らヘア一

、
三
｝

の
造
反
に
つ
い
て
判
断
が
行
伝
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
河
義
務
浅
反
は
、
ヨ
一
に
、

mm紡
伐
の
f
J討
に
対
ず
る
日
制
害
賠
償
責
任
で
為
る

午

υ
務
断
附
八
訪
れ
半
片
付
い
の
芥
査
に
お
い
と
同
誌
と
な
る
ハ

円
ー
務
伴
怠
責
任
の
判
断
構
り
い
～
は
つ
い
て
は
会
社
法
上
予
い
刀
あ
る
が

4
M川
・
通
ア
叫
に
よ
れ
日

ιぃ
務
怖
山
U
E
と
戸
市
言
、
事
由
と
し
て
の

放

5
2
M一
牛
へ
は
独
止
の
要
件
と
さ
れ
て
レ

午
リ
務
際
立
の
判
断
に
お
し
い
q

て
は
、
具
体
む
な
法
令
違
反
と
一
般
的
な
jL
梓川、
LUHぃ
義
務
違

1！メ人民半、日：／ス・＂ Z37、前4P:zoリ.11、



反

長
官
主
務
執
行
に
関
す
る
注
意
義
務
畏
民
、
と
い
子
、
別
個
紋
〆
一
の
も
の
：
三
ー
よ
ば
り
扱
わ
れ
、
必
ず
ピ
は
y

菩
管
注
立
哀
悼
初
進
反

古
さ
ず
に
立
ち
に
任
務
相
府
立
と
一
t
仰
さ
れ
る
υ

戸
、
の
際
、
ム
古
川
ぺ
渋

l
、
ー
庁
、
へ
U
L

に
は
ム
古
代
・
株
ニ
の
引
刊
日
ハ
川
保
護
を
口
的
と
す
る
具
体

の
保
護
を
司
的
乙
ず
る
規
定
も
台
ま
れ
る
乙
さ
れ
て
い

的
川
品
定
だ
け
で
は
な
く

rよ

お

忠
実
義
訟
は
芸
管
、
止
意
義
務
の

郊
で
為
る
こ
す
る
の
が
斗
例

折
、
バ
吋
断
原
則
子
問
題
に
ば
る
の
は
、
後
者
、
較
的
店
主
μ
管
け
意
義
務
況
反
）

日
場
面
と
あ
る
。
経
常
判
断
原
則
一
は
、
京
涯
の

ロ
5
ロ
2
z
y
x
z
u
d
F三
時
出
戸
一
「
と
い
う
判
例
法
制
叫
に
由
来
す
る
乙
も
っ
と
も
、
フ
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
川
原
引
か
、

む
要
件
三
市

経
営
川
中
川
の
内
容
を
裁
判
所
は

符
佐
川
何
回
出
の
内
容
に

防
本
査
で
L
d
u

は
い
と
二
つ
も
の
て
あ
る
の
に
対
［
、

、

4

1

j

t
、

11
刀
似
て
｝
ド

対
す
る
且
批
判
断
む
審
査
の
余
地
を
認
め
て
い
る
υ

け
白
ハ
仏
的
に
は
、

当！
4

円
引
封
を
す
る

f
め
に
当
時
C
J仏
況
に
照
ら

L
て
合
理
的
な
fh

恨
収
集
”
分
析
・
検
討
が
な
さ
れ
に
か
百
九
J

、
、
」
れ
ら
ど
前
提
と
す
る
判
断
む
抗
論
泡
桂
川
札
ひ
内
容
が
明
ら
子
に
不
合
血
な
仇
の
で

あ
つ
に
か
否
か
が
山
川
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
た
い

と
い
ム
ノ
ん
屯
＋
ハ
が
ヘ

裁
川
円
例
や
学
説
に
お
い
て
用
い
ら
れ

」
の
よ
う
hu原
則

（り北月旦寸一円一一い江山市、

取
材
川
い
の
沢
一
件
い
判
断
市
甲
車
、
は
高
伎
な
事
門
性
F

ピ
有
し
、

裁
判
所
心
存
壱
～

γよ
J

ひ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
存
在

し
て
い
る

t

抗
体
一
の
晶
一
り

拓
銀
守
口
は
が
，
H
判
断
涼
則
い
つ
い
て
江
柱
、
J

た
は
じ
め
し
の
最
高
裁
判
測
で
あ
る
い
出
川
銀
『
d

件
に
お
L
て
は
同
高

則
の
名
称

Fmい
つ
れ
た
だ
け
て
あ
り
、
長
官
可
決
心
初
定
す
る
み
の
門
w
げ
に
つ
い
て
は
川
然
／
「
二
I
L

い
な
か
っ
七
が
、

そ
の
ι除、

事
件
の
良
市
吋
裁
判
例
に
お
い
て
、
「
干
の
笠
疋
の
過
程
、
内
容
に
苦
し
く
沢
合
法
な
慌
が
仕
い
限
り
、
取
結
役
子
）
て
の
菩
管

LrE義

務
に
造
反
す
る
も
の
で
は
ほ
い
」

ζ

い
う
表
羽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
有
款
の
い
h
経
常
均
阿
の
似
別
は
、
従
来
承
認
六

れ
γ

J
る
経
宮
判
断
原
則
と
り
じ
も
の
に
と
思
わ
れ
る
ハ

刊
例
・
学
説
に
お
レ
て

干
の
ど
式
の
も
と
経
常
判
断
原
引
が
山
弘
前
さ
、
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
は
取
締
り
山
等
の
、
注
意
義
務
造
反

: Ex人i.tc刊行j '3+2:38J 8目白川：；I、
主



を
判
断
す
る
如
何
に
取
締
役
に
一
定
心
川
北
同
町
一
vp
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
あ
勺
p

恩
ー
わ
れ
る
r

も
っ
と
も
、
拓
銀
唱
件
に
お
い
て
は
、
〈
寸
融
機

間同一
J
山
札
結
役
？
っ
一
己
認
め
ャ
違
反
J
V
一
日
叫
叫
す
る
mh
に
は
、

点灯

U
！
日
断
原
則
の
泊
戸
川
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
y
し
が
ぶ
さ
れ
て
い
る
、
」
幻

こ
こ
自
体
は
、
会
吐
法
上
心
沿
い
h
M
な
号
、
九
ト
h

f

片
山
基
づ
く
本
の
で
あ
る
が
、
以
前
裁
は
、
そ
の
根
拠

7
L
て、

銀
ノ
打
去
が
広
く
預
金

者
か
ら
資
金
を
長
め
て
こ
れ
を
企
業
等
ピ
融
資
「
る
こ
こ
か
｝
本
氏
と
す
る
免

A
宇
業
4

あ
る
こ
？

、銀
F

七
業
の
性
質
）
、

銀
行

η
取

中
村
役
が
〈
↓
慌
取
引
の
寺
門
を
よ
め
る
こ
と
（
取
的
伐
の
専
門
家
主
引
）
、
③
万

ト
場
九
i
t
h
う
に
は
む
ム
ム

記
か
つ
深
刻
な
混
乱
を
止
じ
さ
仕
る
こ
と

、
銀
行
の
公
天
性
）

い
る
c

以
一

fι
恨
拠
を
も
っ
て
、
融
資
業
設
に
お
け
る
取
締

役
の
注
目
ぃ
義
務
の
ぶ
刊
、

ν高
度
な
も
わ
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
け
と
し
く
は
そ
、
れ
と
何
時
に
裁
量
の
似
が
M
f
r
h
さ
れ
る
こ
と
に

義
務：if
" ，~ 

~J( llJ 
給対
；：之原
心 PIJ
戒を
完治
1雫；fl
で 1-
2らる
る三＇1こ

前 C)
2守 1'iJ
ft 娘
、と

し

次
の
丸
木
什
守
山
、
担
げ
ら
れ
て
い
る
v

可
み
れ
が

取
締
役
の
以
ム
J

円一一寸

般
的
に

将、
J
I

判
断
原
町
仰
の
泣
用
に
れ
し
、

取
締
役
が
な
今
違
止
行
為
を
行
仕
っ
て
い
な
い
こ
と

を
安
求
す
る
d

戸
の
要
刊
は
、

υ前
日
判
断
の
内
科
は
州
北
河
川
川
の
寄
木
ー
に
な
？
｝
ま
白
い
が
、
法
ム
ハ
い
け
居
反
の
ム
付
加
柑
は
及
判
一
昨
の
容
ι
h
H

な
レ

む
と
い
う
こ
J
が
松
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
取
締
役
が
円
己
£
は
約
一
君
、
ω
利
，
討
を
凶
る
上
う
な
忠
実
ム
六
校
違
反
の
印
刷
パ
n
三
位

し
て
は
こ
の
原
則
を
池
田

F
る
べ
き
で
は
な
い

ιい
う
条
件
で
あ
る
じ
そ
の
い
松
燃
は
、
以
締
役
L

裁
手
JT認
め
る
た
め
い
は
以
締
役
が

ポ11＇民主すよこ i1na111イ肯作

。〕

の
利
必
の
た
め
に
誠
交
に
行
動

ν
て
い
る
一
」
と
が
当
然
の

U
提
と
あ
る
と
い
う
こ
、
と
に
あ
る
c

以
卜
の
よ
う
な
れ
吋
廿
判
断
原
則
ば

の
ム
ム
任
作
よ
り
、
止
の
E
義
務
と
は
μ
、
体
的
に
ど
の
も
払
う
な
関
係
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
ο
が
記
の
乏
式
は

川
町
何
事
司
（
に
限
つ
ず
ノ
1
叫
刊
所
が
裁
E
Jど
統
制
ト
3
J

ムV
た
め
に
殺
的
に
日
い
る
も
の
ヒ
も
い
え
る
そ
う

と
占
め
れ
ば
、
、
｝
の
似
附
則
は
従
来
の
、
正
芭
義
務
会
一
以
ハ
ル
平
化
L
、
義
務
ι
尽
』
止
に
な
ら
な
川
行
為
へ
の
類
川
ょ
を
定
式
化
し
に
も
の
に
エ
ど

ま
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
の
い
小
別
を
、
特
別
な
弐
務
違
反
排
除
手
由
、
／
一
珂
解
「
る
工
と
も
吋
誌
か
も
1

れ
な
い
n

す
J
K
わ
ち
、
忍

常
は
古
住
け
れ
わ
意
義
務
述
↓
品
、
乙
去
る
が
、
、
川
「
品
川

ι式
吉
満
た
し
た
と
き
と
日
に
お
引
に
義
務
追
及
主
主
叫
除

～
問
問
却
）
ず
る
、
｝
と
が
で
台
る
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と
理
解
す
る
工
一
で
あ
る
c

－
お
い
て
は
前
者
の
則
一
が
が
右
力
ζ

巴
わ
れ
る
が
訂
制
に
つ
い
て
は
必

F
、〕
J
U
川
、
っ
か
で

争
点
、

rA
）

」

f
町一
i

／
！
、

第

;;;, 

T
m
d
限
資
に
お
け
る
粁
営
川
口
町
原
則
y
」
出
打
粁
引

川
小
ト
の
で
η

な
従
片
付
判
寸
断
似
則
は
背
任
却
に
お
い
て
ど
け
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ハ
こ
れ
は
、
作
U
防
相
作
な
責
任

r庁

汗
m
d
が
ど
の
よ
う
な
間
消
恥
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
立
も
為
る
u

J
川
述
の
よ
う
に
、

作
い
務
通
背
が
＋
人
心
烹
忍
／
｝
前
日
hr
い
れ
の
川
明J
川地にじ
γ止

つ
い
と
川
川
Ah
附
さ
れ
る
の
で
為
れ
ば
、
銀
／
什
と
取
締
役
と
の
湾
係
で
i
y
f

じ
る
い
宵
片
ι

円
ふ
れ
い
忍
義
務
も
当
然
に
考
慮
の
対
象
と
な
り
、

L
h
J
m

て
、
川
村
lk判
断
原
則
も
当
然
JI

円
午
罪
に
お
い
て
宅
占
閉
山
さ
れ
る
加
と

こ
の
こ
と
は
、
ア
d

盾
－
叶
前
十
訴
さ
な
レ
、
す
JJ7
わ
九
%
、
な

ム
出
迫
訟
で
は
な
い
と
許
制
さ
れ
た
も
の

こ
2
は
な
い
と
い
勺
法
秩
片
心
統
性
C
M
m
哩
か
ら
も
本
従
づ
け

ら
れ
る
ν

も
ち
ろ
心
、

市
誌
と
広
川
一
山
J
心
町
抗
日
目
別
い
つ
い
て
は
ぷ
々
な
場
面
に
一
ひ
い
こ
様
々
台
議
論
が
な
手
れ
て
い
る
が
、

告
な
く
yf
も、

本
人
か
ら
財
涯
を
長
託
主
れ
に
者
心
義
務
違
反
ど
判
制
す
る
山
初
出
に
い
ぬ
い
て
、

私
M
L仁
義
務
二
反
し
た
い
と
さ
れ
た
行
為
が
刑
沢
上
義

誇
円
反
ナ
ゐ
J
（

U

問
解
け
じ
一
般
的
で
は
必
い
で
丸

松
山
一
判
断
以
則
一
り
考
版
は
出
は
い
い
罪
の
解
釈
請
に
ど
の
下
て
っ
た
影
響
ψ

戸
、
ふ
I
小
、

一
j
u
y

泣
門
出
す
で
あ
？
っ
か
「

第

」蛍

絞
向
早
川
白
い
れ
対
す
る
裁
誌
の
行
定

結
束
責
任
の
岳
山
ん
と
の
関
係

押
川
河
川
断
原
則
の
手
誌
に
上
る
ほ
縞
の
う
ち
設
も
語
要
な
も
の
は
、
民
約
役
等
に
裁
去
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
こ
ノ
↓

ー
〕
な
が
ら
、
従
来
の
山
門
任
罪
の
鮮
択
に
お
い
一
L

1

1

日
険
的
取
引

の
概
念
を
用
い
白
川
小
つ
、

日制去が引い
ιバ
1
1
U
4
人
か
ら
と
い
っ
し
IR

ち
に
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
ば
く
、
行
為
者
に
は
絞
H
H
単
一
け
余
出
が
認
め
ら
れ
亡
い
ゐ
二
と
と
…
被
こ
さ
れ
て
き
ー
～
よ
う
に
川
ド
わ
れ
る
U

も
つ
よ
も
、
経
一
月
判
断
柄
小
別
の
採
用
ピ
よ
〉
亡
、
取
締
役
の
裁
誕
の
仙
が
、
昨
h
仕
罪
に
お
ρ
て
従
来
想
定
さ
れ
て

ρ
乙
も
の
で
1

き

ら
に
広
が
〆
た
と
考
え
る
こ
と
も
才
能
で
ム
め
る
（
そ
h

つ
で
あ
れ
回
、
従
米
む
品
川
河
宅
止
に
お
い
司
て
、

粁
営
判
断
以
引
の
深
川
が
な
さ
い
九
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亡
い
れ
ば
任
務
透
ち
が
v

内
定
さ
れ
て
い
た
士
山
下
例
も
あ
り
え
た
と

1
1
3
7
に
な
る
一

し
か
v
〕
九
品
、
h

…：日
J

、
従
z
k
m－J
小一
J
似
資
い
主
享
い
は
、
ム
巾

銀
事
作
い
の
よ
う
に

苦
し
く
ぶ
ん
U

注

「
任
務
p

梶
山
百
子
川
ら
か

な
事
茶
ば
か
り
で
あ
っ

な山いいい坪
R
J
f
p
F
z叫
コ
三
、

例

え

ば

点

以

刊
行
討
に
か
か
る
長
決
育
成

ヤ｝一
3
1
f
l」
み
Jm

、

i
；
l
l
：
 mh子
作
業
が
再
建
日
一
授
か
／
一
い
う
」
況
に
つ
き
分
に
検
討
さ
れ
な
い

ま
ま
恒
川
保

ηwvdRが
行
わ
れ
ζ
お
h

経
守
口
叫
寸
断
似
別
に
よ
3

三
一
を
守
、
ぷ
J

え
で
も
、
そ
の
限
界
は
超
治
汽

れ
汗
務
、
司
河
川
；
世
は
認
め
h
，れ

し
ん
一
が
J

＼
仰
向
量
り
沼
恒
界
が
山
寸
川
知
）
と
な
る
よ
う
な
半
例
は
そ
も
そ
も
起
訴
手
れ
て
こ
な
か
J
L

の
で
は
な
い
か
と
折
測
さ
れ
7

号

こ
れ
は
、
従
心
不
の
不
正
融
資
手
支
の
多
く
町
、

放
漫
な
貸
付
を
繰
り
返
し
に
川
和
巾
市
小
良
片
門
リ
椛
が
増
大
し
干
の
へ
九
P

一
見
吉
弘
れ
る
た
め
に
融

在
只
ピ
緋
紋
し
て
き
だ
と
い
う
れ
絞
り
も
と
、
そ
の
最
終
同
出
と
ほ
る
糊
資
が
豆
寸
き
れ
て
き
に
と
い
う
こ
と
に
山
内
来
ず
る
総
z刀
、
制

η
子
が
二
疋
れ
い
り
緊
張
口
氏
態
に
為
。
反
主
i
J
L

為
れ
ば
、

山間以
J

事
例
に
ー
は
当
し
そ
う
す
叫
刑
台
、
も
背
ιれ
よ
し
と
取

η
r
け
ら
れ
る
川

能
付
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
し

第

i員

金
融
機
関
の
融
資
業
務
に
お
け
る
終
科
判
断
原
則
の
限
定

そ
の
「
さ
な
以
岸
明
例
が
問
料
に
な
る
際
、
拓
銀
弔
け
に
お
し

t
註
な
門
出
さ
れ
た
主
総
機
関
一
銀
行
一
に
お
け
る
川
町
心
刊
断
原
則
の

ポ11＇民主すよこ i1na111イ肯作

九

um性

限
定
、

及
ひ
、
、
け
意
リ
義
務
の
い
同
友
化
が
閃
町
出
こ
な
る
ν

日
守
作
に
ふ
お
い
て
小
さ
れ
た
基
準
は
、

の
あ
ゐ
べ
…
人
口
判
断
と
い
よ
J

も
の
三
あ
っ
た
、
守
一
の
廿
本
内
は

川
町
営
同
断
原
則
の
定
式
ご
い
円
い
つ
れ
た

明
ら
か
に
ふ
色
4
4

ゃ
「
告
し
く
ふ
合
4
4
」
ζ

は
や
や
川
中
ハ

仕
る
J

す
な
わ
ち
、
公
取
機
関
（
銀
行
〕

の
仰
は
筑
紫
務
の
ぬ
ム
ロ
に
は
、
凶
な
る
1
f
川〈い
4
d
」
江
融
資
ー
ち
古
口
管
注
芯
三
務
造
反
、

－jj
f

L

 

L
1
i
u

－
 

は
化
円
任
罪
に
仕
る
一
司
詑
糾
い
が
あ
る
／
一
い
う
こ
、
、
ピ

1

p
人
ヤ
ハ
じ
攻
l

に
「
著
し
く
計
台
湾
i

の
リ
ペ
一
加
の
一
一
J

の
指
様
／
」
し
て
、
行
持

若
乃
〆
｝
り
う
る
れ
凶
仰
の
認
司
、
す
立
わ
ち
裁
量
の
隔
の
違
い
が
あ
る
u

託
常
斗
向
原
則
が
通
則
3
れ
る
場
合
、
税
片
付
者
は
椅
い
リ
ス
ク

をロ
E
1
J
こ
と
か
待
以
さ
れ
、
ま
た
、
什
ハ
↓
込
ま
れ
る
引
ぺ
川
と
し
亡
、
い
t
f
対
一
段
的
な
引
バ
M
J
口
述
常
母
恵
袋
京
と
さ
れ
る
も
の
と
官
わ
れ
る
し
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他
方
、
銀
行
の
m
他
人
司
宗
務
に
お
い
て
は
、

収
v主
計
d

羽
目
円
以
人
に
阪
，
公
λ

一
れ
る
と
い
う
性
質
、

リ
ス
ケ
す
冒
す
こ
と
が
州
側
め
て
制
限
さ

れ
、
ま
た

の
際
の
影
響
J
V
一
年
え
れ
ば
、
山
ド
、
が
い
に
も
。
コ
て
得
口
、
れ
る
と
以
込
ま
れ
る
利
「
心
も
基
本
的
に
は
段
、
引
い
の
刊
以
改
び
利
息

に
限
ら
れ
、
η

非
U
M
躍
的
な
刊
円
以
は
抗
除
さ
れ
る
こ
こ
乙
な
る

実
際
、
銀
じ
の
木
正
融
資
の
事
楽
に
お
い
て
は
、

切
り
に
令
ふ
る
凶
川
辺
地
域
の
泌
乳
心
で
避
行
る
た
め
に
、

目
以
一
戸
屯
牲
に
乏
し
J

M
問ι貨
を
行
う
こ
と
が
読
さ
れ
る
と
り
一

τ張
れ
夜
々
や
茂
川
問

か
ら
注
さ
れ
て
誌
に
～
が
、

↑町川両裁はいれ僧上下
μん
に
、
一
れ
を
認
め
て
い
な
い
ハ

た
一
ベ
こ
の
よ
う
な
山
ど
の
似
拠
2
し
亡
、
最
高
裁
は
、
一
信
銀
行
の
事
業
の
体
質
、

銀
行
取
締
役
の
寺
門
事
性

H
ピハ

γ
J
ヘノ

ノ奇

1
6

公
共
注
の

－
w

る
u

こ
、
れ
ら
の
到
市
間
以
注
r
九
州
通
背
を
判
断
ゲ
る
際
に
、
予
の
よ
う
に
佼
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
可
カ
（
な

児
か
ら
は
、
②
は
ム
平
副
畑
出
品
川

mu一
般
の
事
業
会
社
に
お
け
る
融
資
業
務
心
比
較
1c
し
こ
、
①
と
必
は
銀
行
心
業
務
の
性
宍
、
ひ
い
て
は
メ

の
某
本
的
な
均
引
を
直
定
ナ
る
も
の
「
し
て
山
内
併
で
き
る
で
み
ろ
う
わ

’ 

l員

は
締
慢
の
法
人
p
道
山
寸
義
務
の
忌
時

次
に
、
ム
六
仏
T広げ
J

説
に
い
二
J

が
リ
ト
判
一
削
除
則
の
、
世
間
川
条
M
U
と
川
刊
以
！
の
t
H
任
罪
と
の
悶
係
に
つ
い
え
検
ニ
汗
し
た
い
、
ム
訓
述
の
下
士
、
ノ
山
、

川
町
ひ
刊
断
一
原
則
の
適
用
に
沢
市
、
J

て
は
、

一
攻
稀
役
は
法
令
に
逗
反
？
レ
ー
は
な
ら
な
い
こ
と
が
ぷ
4

げ
ら
れ
て
い
る
r

で
は
、
法
令
に
選
以
す

れ
ば
析
は
判
断
原
則
の
泊
亡
庁
が
た
く
凶
ち
い
背
任
罪
目
成
J

一
す
る
で
あ
ろ
1
J
か
戸
こ
こ
で
、
法
令
達
反
の
場
合
に
ぷ
量
は
伝
レ
と
い
よ
J

二
一
の
詰
味
は
、
J
V
A
〈
I
造
反
を
も
っ

い
て
は
任
務
同
九
円
台
山
青
打
を
刊
断
ず
る
乙
い
う
こ
y
u
L

一
服
さ
れ
る
υ

会
什
法
l
、

法
／
l

造
反
が
為
れ
ば
任
務
熔
青
山
L
4
R
H
竹
が
あ
る
い
一
と
は
判
例
・
泊
説
と
な
う
て
い
る
た
め

y
J
り
げ
司
加
し
い
’
つ
ず
九
ま

戸

C
1
7
1
j
1
J
t

こ
の
ほ
結
は
ず
本
山
応

ム

c
h
uザム
V
円
、
ル
九
州
7
h
J
h

つ

方
で
、
背
午i
罪
の
判
断
に
お
い
て
、
法
令
息
反
が
あ
れ
ば
出
ち
に
ペ
ー
務
ベ
庁
、
に
な
γ

？
に
う
考
え
は
r
川ホ一の
k

う
に
一
般
的
で
は
な
い
n

夫
阪
、
川
町
一
庁
保
7
4
は
と
杭
心
議
係
も
な
い
規
制
刊
の
達
反
中
も
っ
て
汗
務
川
島
習
を
訟
民
｝
白
こ
と
は
、
川
町
内
内
犯
で
あ

る
出
円
汗
尽
す
が
一
の
法
益
を
川
ふ
誌
す
る
犯
罪
数
主
へ
と
佼
化
さ
什
て
し
ま
ト
つ
で
あ
ろ
戸
つ
一
三
の
よ
う
に
w
与
え
れ
ば
、
会
社
法
？
に
の
経
営
判
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断
原
則
の
池
川
条
件
の
一
つ

、
北
円
円
罪
の
判
断
に
お
い
て
、

上
院
ち
に
一
引
及
川
、
以
内
ゆ
い
、
と
に
な
る
の
で
は
な
い

cあ
ろ
う
か
。

f
、
一
で
、
公
祉
法
卜
の
仔
務
川
市
怠
主
任
こ
、
刑
法
上
心
任
務
渋
出
庁
、
及
び
、
背
hu罪
の
小
山
崎
立
と
は
f
h

一
致
が
H
J
J
る
子
、

刑
法
の
以
リ
利
子
投
刊
か
ら
い
コ
て
1

色
、
ノ
て
の
よ
う
な
帰
結
は
承
認
亡
さ
る
こ
問
中
わ
れ
る
J

町
時
問
項

図
利
加
点
目
的
と
経
営
判
断
原
則

も
う
つ
の
的
決
条
件
一
し
と
、
取
締
役
に
は
誠
実
利
（
会
祉
の
初
刊
の
λ
壮
図
る
工
こ
）
が
民
求
？
れ
て
h

る
n

池
方
、
（
特
別
」

出
円
咋
罪
の
PU？Jυ
む
た
め
に
は
半
切
り
可
決
件
と
し
三
沼
引
出
合
口
円
前
が
必
民
で
L
h
J

る
〈
そ
h

つ
で
z
の
れ
ば
、

経
常
判
高
原
却
が
透
川
、
メ
れ
る

は
、
取
締
役
は
失
礼
の
利
v
M
の
み
吉
区
っ
て
い
る
、
ケ
こ
か
ら
そ
も
そ
も
ば
一
引
加
害
日
前
が
認
め
ら
れ
ヂ
、
川
折
、
ば
判
断
原

間
引
と
れ
弓

F甲
F
m
v
治
則
湯
前
は
4
1
〈
十
に
峻
別
さ
れ
る
と
い
う
対
精
も
ト
づ
え
ら
れ
A
V

〔
そ
の
渇
合
、

経
営
判
折
原
町
引
は
取
締
役
心
誠
実
性
心

審
ん
は
を
浜
じ
J

背
任
坊
の
脱
出
川
に
お
け
Q
特
別
公
正
却
品
目
的
役
割
ど
果
た
す
こ
と
に
仕
る
て
お
ろ
う

J

、
〆
晶
、
、
，
〉

、L
’山d
し
寸
十
九
占
υ
3
d
v
一

小
兵
出
凡
打
川
平
安
九
九
月
い
て
は
、
荒
川
心
よ
三
九
経
P

宮
若
に
射
罪
的
利
討
を
旧
竹
る
は
的
が
認
定
さ
れ
る
こ
L
／
は
な
く
、
日引に、ド4

 
4
一

学下、人X
 
F
 

円
J

じ山山
f

山
河
川
的
が
必
定
5
れ
る
こ
と
い
md
一以
1
／
え
よ
」
で
為
る
に
F

円
じ
保
身
片
的
の
認
定
地
柏
、
共
本
的
に
は
、
当
該
訓
資
が
「
了
人
に
と
っ
て

容
説
的
に
利
日
か
な
い
、
、
〕
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
ム
な
一
級
資
日
チ
ヴ
つ
経
営
者
に
は
五
人
凶
利
戸
川
が
な
い
、

と
い
う
段
階
を
は
川
て
行
な

ポ11＇民主すよこ i1na111イ肯作

わ
れ
る
、
り
ぞ
う
で
あ
れ
ば
、
一
杯
片
山

t
こう，一一

B
L
7
2日
義
務
H
伴
務
進
出
H
と
凶
引
泊
客
ド
的
は
同
じ
事
情
ご
基
礎
づ
け
ら
れ
る
ミ

t
r

主
る
υ

こ
の
さ
？
な
形
で
認
’
忘
さ
れ
る
p

汁
ピ
保
身
日
的
が
、
料
、
判
判
断
原
則
の
f

目
…
蛇
条
刊
r
「
〆
て
の
誠
実
性
の
判
断
で
考
山
附
さ
れ
る
ヘ

さ
と
は
判
、
わ
れ
な
い
。

池
方
、
会
社
法
に
お
い
て
も
、
誠
実
性
の
問
題
は
前
必
条
件
と
い
う
よ
り
J
U
I
X
J
、
サ
断
山
一
容
の
T
T
J
4ペ
ベ
ー
を
一
小
rJ
に
け
配
の
資
料
、
／
）

' -

て
い
る
ふ
う
に
弘
わ
れ
る
U

少
な
く
と
？
弘
、
不
正
胤
資
事
案
に
お
い
ご
は
、
刑
法
上
色
、
会
社
法
上
も
、
出
品
中
伊
万
円
役
心
誠
実

生
と
レ
F

つ
r川
諒
一
条
件
以
機
能
し
な
い
わ
で
片
山
九
百
L



第

rち

l~ 

め

ま

以
L
L

の
刀
か
ら
f
日以は、

料
、
刊
日
断
原
則
心
会
司
法
l
勺
京
誌
に
H
h

ヮ
て
ー
へ

従
来
の
背
粁
界
の
判
附
は
特
に
女
史
さ
れ
る
こ

t
は

：
、
、

1

J

L

 

そ
も
そ
も
腎
日
坊
の
川
断
の
場
聞
に
お
い
て
，
沖
吋
汀
断
幻
則
子
持
つ
佼
素
は
防
に
考
手
り
れ
て
き
ん
に
1

｝
い
う
こ
一
に
な
る
ハ
ひ

る
が
え
っ
て
、
会
社
法
上
三
点
打
、
主
長
会
務
違
以
の
斗
断
に
お
い
て
も
、
経
公
判
断
原
則
の
承
認
は
拝
桃
子
ザ
可
存
を
も
ー
乙
ら
し
て
は
い

日
か
ハ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
U

山
明
状
で
は
、
粁
F
J
I
1
断
原
則
川
は
特
別
な
v弐
誇
違
反
排
除
手
出
で
は
な
く
、
善
特
、
注
語
義
務
の

J

川4
容
を
同
ハ
体
化
e

明
隊
化
し
に
も
の
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
市
川
い
わ
れ
ξ
し
も
っ
と
も
、
以
一
一
の
こ
2
は
、
経
常
判
高
原
山
引
の
意
義
ケ
お
な

う
も
パ
ー
で
は
芯
い
ー
経
常
者
正
行
動
範
判
を
え
体
化
－
FJ
ず
確
化
l
、
裁
円
虫
心
余
地
M
r
d
出
ゐ
、
、
と
を
E
中「J4

－
…
す
る
加
と
ぽ
非
常
に
甲
山
六
芯
こ

と
で
め
？
っ
υ

そ
の
よ
う
L

戸
川
担
ハ
わ
い
化
・
唱
体
化
は
、
任
務
違
背
安
付
心
解
烈
に
反
決
さ
れ
る
形
で
、
苛
ι
ぃr
C
M叶
沢
法
川
に
も
震
安

何
百
仇
川
ん
割
を
呆
た
寸
も
の
と
解
さ
れ
る

壬号
十

倍
わ
け
ず
の
責
任

第

rち
1
1
J
肩
口
辺
、
J
J
J
了
ι！

ιし

υド
研
知
心
－

R
チ
4
1

以
ト
の
よ
う
な
資
、
ど
？
の
一
円
九
件
が
認
め
ら
れ
る
他
に
、
泊
り
？
の
責
任
が
問
料
に
な
る
場
合
が
あ
る
、
一
、
特
別
）
背
任
邦
は
身
分
別
化

閉山
K
R
I
P
7
行
な
う
討
の
み
し
か
犯

mry仁
、
ぺ
こ
と
が
と
き
な
い
。
し
か
し
注
予
ら
、
川
以
ハ
斗
条
一

非
身
分
者
も
九
吋
庁
犯
の
日
八
社
川
、
こ
し
て
処
r

訂
さ
れ
る
こ
乙
は
刊
誌
で
あ
り
、
融
資
の
梢
1
方
で
あ
る
仏
り
手
も
そ
の
一
て
つ
な
意
味
で
処
笥

の
対
象
乙
な
h
hつ
る
口
し
か
し
、
不
正
融
資
の
併
り
干
に
背
汀
罪
の
い
ハ
日
一

t
犯
！
な
晴
間
以
下
に
認
め
マ
、
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
か
呈
ゴ
ハ

三斗
hyゐ
ιん
め
、

つ

れ
γ
き
た
。
、
」
の
疑
問
は
、
ほ
資
け
伯
り
子
は
本
来
貸
し
手
ζ

刊
告
が
刈

υ
L
て
お
り
、

t
F却
に
ド
八
月
ri
犯
を
認
め
る
こ
と
は
刊
h
手

の
口
出
な
経
凶
行
山
山
町
叫
に
汁
ず
る
辺
皮
ゎ
閣
】
制
で
為
る
と
レ
ト
つ
同
種
k

思
議
に
』
づ
く
c
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本
間
関
は
判
例
に
お
い
て
は
共
同
主
犯
の
成
芹
と
い
う
形
で
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ー
ザ
「
恥
ん
」
、

学
説
に
お
い
て
も
「
背
仔
却
の
共
同

正
犯
と
｝
ノ
て
市
議
市
さ
れ
る
こ
こ
；
h
J
多
い
が
、

そ
の
呉
川
科
的
内
容
は
共
可
正
犯
か
ね
非
か
と
い
う
形
と
あ
り
、

日
ヘ
河
止
犯
が
認
め
ら
れ

主
い
ぬ
ム
？
に
狭
義
の
共
犯
の
成
げ
が
認
め
つ
れ
る
こ
い
、
、
形

乙
ん
ど
さ
れ
て
い
な
L

実
際

共
同
正
犯
で
は
な
い
古
扶

議

7
L

て
可
制
約
で
為
る
与
す
る
は
ら
ば
、
前
記
同
議
意
ぶ
に
ふ
一
〈
わ
な
い
で
あ
ろ
う
n

し
た
が
っ
て
、

共
犯
般
の
成
v

の

限
界
の
川
川
町
泌
エ
君
、
え
る
べ

主
導
」
パ
ハ
役
訟
を
叫
が
戸
、
し
た
仙
り
子
心
手
足
こ
し
て
被
い
た
だ
日
の
お
に
背
吋
ー
罪
の
い
ん
同
市
犯
で

は
た
く
部
助
犯
y
v
w
め
た
及
川
川
柄
拘
立
仁
立
ー
五
月

日
J
b
、
ス
ゴ
」
と
を
AmE
づ
け
る
。

第

i前

判
例
と
そ
れ
（
対
す
る
学
、
討
の
対
出

つ
い
て
は
、
近
時
、
被
れ
の
宗
高
品
転
倒
が
相
次
い
で
い
山
ざ
わ
て
い
る
代
衣
的
伝
令
心
ー
し
し
て
、
前
仰
向
足
決
一

バ
ハ
一
八
オ
、
最
決
守
成
二
＼
ど
れ
け
一
九
牙
、
ま
に
、
壬
A

純
資
（
山
市
中
汐
ふ
と
は
な
い
が
最
決
↑
成
仁

4

0
月
七
ヨ
、
U

一
つ
の
最

叶問料問河川刊がけ八
L
げ
ら
れ
る
代

件
判
例
は

貸
し
干
の
北
口
日
い
い

Ht江
川
ず
る
出
け

T
心
加
山
却
を
七
制
E

界
組
問
南
北
一
に

戸
詳
細
戸

ヨ前一一七、し

と
で
共
同
主
犯
を
認
め
え
11
の

ポ11＇民主すよこ i1na111イ肯作

f

日

そ
れ
以
、
店
に
出
さ
れ
た
y
万
七
た
も
の
と
、
ぷ
l

－
、
不
当
一
貸
付
白
川
e

J

ふ
に
問

F
る
出
版
判
附
和
四
円
一
河
一
一
月
ふ
六
げ
が
あ
る

粁
却
の
共
同
花
犯
を
士
縦
十
州
立
限
よ
し
ん

Juの
乙
一
沖
群
六
い
れ
、
そ
の
よ
品
な
卜
hvMを
支
持
す
る
ィ
パ
慨
も
存
白
し
た
」
、
J

か
1

J

な
が
り
、

寸
日
刊
立
、
山
H

i

f

j

p

l

i

す

ヤ
ア
れ
に
対
し
て
は
、

批
判
が
多
く
、

品
在
に
お
い
て
は
文
討
を
得
ロ
れ
て
い
な
L

州
政
川
限
定
へ
の
お
部
的
傾
向
は
、
庁
）
吋
心
一
一
ペ
ノ
の
判
所
に
対
L
て
も
不
さ
れ
て
い
る
n

各
判
例
に
お
い
亡
は

者
側
の
↓
丁
む
ん
山
山
と

L
て、

高
度
。
認
識
i

や
一
分
な
認
識
」
が
認
定
汽
れ
、
本
必
の
段
ム
一
古
川
以
ト
の
も
の
が
安
点
さ
れ
て
J

る
よ
う

に
も
見
え
る
（
し
か
し
な
が
ら
、
り
干
説
仁
お
レ
、
守
」
の
限
寸
一
は
ム
め
ま
h
ト
ム
市
川
駅
手
れ
て
お
ら
ず
、
持
事
業
に
お
い
て
JdrJ
ら
れ
ド
認
識

f
士＋

十H

f己
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v、v〕
1'.t 天与
~ ，支；
ゾ
ど
i型不
守1( L 
＇＂子 γc 

れだ
て lト
いで
るパゴf」j

刀ミ

C') 

ノザ

""' を
ノJ、

，~ 

lノ

it 
引

、ー

は
な
し、、

ま
z
y
h

は
、
存
続
的
関
心
J

詑
u
稔
士
山
削
先
ず
る
同
長
事
実
に
す
ぎ
な

他
方
、
泣
時
の
判
例
に
特
般
的
伝
技
会
、
r

ぐ
し
て
注
日
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
り
手
の
容
断
的
自
闘
う
志
保
＼
の
一
は
及
で
あ
る
ず
な

係
を
有
し
～
～
と
い
う

－
、
刊
す
ハ
の
体
化
）
が
共
同
－
K
犯
の
認
定
に
お
い
と
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

わ
と
J

、
れ
よ
当
事
件
や
ノ
i
i
γ

シ
事

f
に
お
い
て
は
、
貸
し
手
へ
J
ペ
リ
苔
）
と
仙
り
手
〔
仁
川
犯
者
～
が
人
的
e

但
壮
一
計
約
に
L
L

ハ
浪
乃
利
山
口
近

ム
川
川
銀
行
事
件
に

h

内
主
主
計
法
性
ー

い
ヨ
て
は

mh千
が
融
資
に
一
ι
叫
ん
柏
町
に
加
い

て
し
る
〈
主
た
、
住
専
宇
件
に
お
い
て
は
一
江
向
融
J

託
へ
の
協

卜
ぃ
川
銀
行
主

し
た

わ
な
ど
と
い
つ
ど
借
り
子
の
一
不
当
芯
協
力
行
均
一
も
恨
唯
一
と
し
て
挙
け
ら
、
れ
て
い
る
乙
各
安
素
心
関
係
に
つ
い
て
は
、

日
川
の
原
帝
が

判
i
口
共
通
日
一

最
高
山
政
は
そ
の
山
に
一
μ
段
止
す

一
積
極
仙
川
な
加
担
一

日ど
r
ヤ
け
て
共
同
正
犯
f

え
同
定
し
た
が
、

け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
積
極
的
な
川
拒
一

uvl分
で
あ
れ
ば

利
吉
共
通
性
一

以
必
ず
し
も
必
ず
（
が
な
い
上
う

部
と
佐
川
戸
づ
け
ら
れ
、
「
問
中
共
通
利
い

L
Y

積
極
的
加
担
」
は
別
制
抗
！
V

『
F
A

ナ寸｛

り

ー

の

不
ψ
ー
な
協
力
行
為
L

は
、
「
民
間
側
約
加
担
の

に
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
以
〈
、
相
悶
的
な
判
断
包
認
め
、
同
一
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
む

の
み
と
常
ナ

之
創
的
阪
に
t
汁
間
的
に
基
ι
へ
的
に
J

へ
抗
さ
れ
て
い

「
桧
極
的
な
huいい
L

む
い
て
M
M
ご
の
問
題
い
つ
い
て
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
上
う
公
判
例
の
比
谷
間
的
関
ゃ
「
利
宅
何
日
八
日
民
性
（
の

す
一
な
わ
ち
、

判
測
の
挙
げ
る

利
用
一
な
y

の
基
準
は
当
初
心
問
題
意
識
で
あ
る
計
り
手
／
）
へ
ド
）

T
の
判
刊
誌
の
対
止
」
を
一
川
九
h
廿
也
、
ぇ
、
あ
る
い
は
、

ー
も
の
で
あ
る

r地
辞
さ
れ
て
い
る
の
と
あ
る

主主

主計

官
け
ず
の
考
察

以
？
に
の
内
J

に
コ
台
一
、

こ
の
内
向
ん
ら
巾
1
初
の
出
発
点
に
つ
い
亡
川
一
検
対
し
宍
か
ら
い
わ
干
の
考
祭
を
し
L
み
た
い
〈

市
円
任
罪
わ
た
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犯
い
よ
る
処
罰
が
借
り
干
の
円
山
な
経
治
山
助
へ
の
過
皮
の
制
約
で
あ
る
こ
と
、

一
戸
い
換
え
れ
ば
、

mLり
手
の
閑
J
円

l
d
p
H

川
り
経
円
問

利
昌
の
い
い
民
求
を
地
内
け
に
許
さ
れ
る
ζ

攻
堺
さ
、
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
戸
、
か
。
一
の
白

「
（
共
犯
を
人
三
日

犯
芳
に

済
的
利
訴
の
追
求
は
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れ
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追
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れ
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叫
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あ
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↓
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仔
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付
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司
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え
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れ
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追
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什
欺
や
恐
喝
と
は
異
な
り
背
江
れ
に
お
け
る
1L
犯
不
、
伝
は
本
人
と
事
務
処
理
苔
む
内
部
関
係
で
あ
り
戸
出
波
予
侠

U
F
に
影
響
ιγ
及
ぼ
ナ
も
れ
い
り
で
は
な
く
、
共
犯
心
げ
札
前
内
的
利
ぺ
川
の
追
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れ
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摘
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れ
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問
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追
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な
る
う
ち
っ
こ
点
、
限
定
の
対
象

f
Jて
扶

設
の
日
比
刊
を
含
め
れ
！
ば
、
そ
の
さ
つ
目
指
明
、
肢
の
J

わ
い
刊
の
某
ぬ
っ
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れ
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。

つ

cあ
る
身
一
分
者
と
伯
り
ず
内

列
中
川
共
マ
ペ
J

性
t

～
｝
「
ノ

j

f

｛、

I

t

J

1

1

、v

同
長
準
が
限
定
乙

L
て
終
結
L
て
い
る
の
か

ま
三
叶
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す
る
の
で
は



的
・
人
的
駒
山
y

白
羽
関
係
に
よ
っ
て
身
分
立
ロ
ー
お
や
り
子
の
利
害
が
殺
し
、
品

Hnと
な
る
よ
う
な
刀
、
ぃ
引
を
「
る
い
と
」
に
つ
レ
亡
対
山
間

の fj¥
る；こ

2ぉ

' - Jo 
のる

：~：者
必刀、
民賛
で河
iっし
るて
乙実
でj了
れす
てる
L、と

る＇＇い

' ~ 
ζ を
毛、詰

止す
｛てる
l三い
王C O) 
行 ri;
為、

1
J

～h
リ
？
」
＋
」
小
、

t
L
i
f
t
 
長
期
胡
の
癒
省
関
係
が
共
J

円
正
犯
を
認

加
担
一
が
山
守
J
C
民
様
は
明
ら
か
に
強
度
て
あ
り
優
先
的
な
基
準
と
と
る
の
は
犯
行
る
と
h

ろ

も

し

も

~ii 
述
~ 

l上
つ

、

Ex人i.t＇刊行j ;3 + 2~8J 80¥コ「2iil

の
時
点
に
限
ヮ
J
I
L
t

叫
れ
が
い
、
刊
刊
±
け
の
方
向
が
政
い
や
ー
一

の
は
任
務

－
、
本
人
一
三
忠
良
J

、
抗
出
い
り
子
は
通
常
貸
付
を
歓
辺
す
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追
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仙
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れ
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友
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融
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さ
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；
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追
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あ
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す
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↓
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什
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れ
る
余
地
か
hu
る

L
h
J
て
叙
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／
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収
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叶
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岐
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司
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を
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』
「
り
ん
一
へ
と
一
一
百
一
い
ー
さ
ま
た
、
内
州
典
之
一
山
お
各
論
第
l

沃〕
F

一〈

口
一
）
↓
川
寸
九
一
も
山
事
問
、
）

一
日
一
上
房
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背
任
罪
M
一郎
h
U
店

情

成

（

力
λ

二
二
一
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回
一
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九U
J

l

八
K
J叫
判
町
山
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日
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川
戸
川
巻
1

パア
J

ハ
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六
向
、
な
と
c

一
日
目
、
川
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万
人
古
一
っ
す
立
一
山
口
、
北
凶
弘
行
事
件

ヘ刊M
F
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U
斗
一
月
日
十
円
同
引
集
立
八
を
サ
丘
山
ヘ
子
算
J
J
「
の
述
－
及
、
東
日
小
十
円
町
判
マ
九
年
月
U

U
判

月

九

札

口

一
口
一
民
（
久
川
〈
口
行
為
と
〕
て
獄
ボ
バ
叶
付
、
保
反
心
山
幸
一

一m
r
J
P
P
ー
に
つ
い
ご
払
い
出
弘
司
史
二
弓
什
止
ん
に
同
汁
る
住
沖
J

一
足
－
一
弓
一
心
円
汗
／
汀
為
コ
一
民
一
Z
Q

占
J
M
J

二
二
夜
空
汗
山
字
九
九
巻
川
ゃ
っ
一
一
／
、

ん
一
一
一
一
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r
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問
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（
江
一
い
山
出
「
北
川
門
仔
凡
み
に
記
汁
る
任
蒋
迫
化
以
門
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背
任
行
為
｝
二
閃
f
J
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吉
宗
一
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十ご
L

阪
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1
円
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勺
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一
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U
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八
六
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背
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け
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品
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灯
油
刊
行
品
一
判
例
冴
戟
ハ
一
九
一
八
せ
へ

U

F

白
は
、
J

杭
叫
に
犯
；
む
比
較
ん
J

らんい枕何一地

点
円
判
断
に
一
品
、
J

て
川
以
外
り
表
務
長
ど
そ
の
ま
ま
持
ち
一
三
一
一
乙
に
は
吋
？
）
州
以
外
の
規
範
（
U
3
i
z
u
比
売
間
四
週
し
一
」
7
0
こ
し
に
か
M
J
h
r
J
あ
る
り
ん
V

U
d
i
－
－
い
こ
剖
判
』
る
）
ー
か
し

οが
ら
、
刑
法
同
信
心
違
U
ん
ム
ゲ
ー
判
凶
す
る
に

L
て
よ
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、
そ
の
ア
め
に
は
法
へ
を
参
山
「
る
こ
乙
出
哩
庁
つ
一
れ

斗司、
4

｝
む
汁
そ
れ
に
珪
1
J

比
L
〕
カ
ど
一
〆
か
は
う
な
く
乙
も
芳
志
U
ス
お
と
は
さ
れ
る
も
の
」
沼
｝

r
れ
る
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一
、
片
山
）
以
ょ
の
忠
弘
t

つ
い
て
口
川
巴
合
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（
幻
一
八
六
玄
〈
立
た
、
高
市
川
佳
奈
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悶
託
行
！
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刑
事
責
任
L

合
法
一
九

ち
（
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υ
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一
八
百
「
｝
つ
よ
ろ
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v
L
L
は
、
持
路
心
主
弘
i

ぃr
y
J
考
え
ら
れ
る
紅
H
に
討
し
て
は
、
品
目
山
川
背
梓
誌
に
お
け
る
む
務

注
告
ノ
ノ
尚
一
地
松
立
以
ヨ
牛
辺
官
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念
前
丈
一
一
、
I

J

v

一T
け
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況
に
土
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以
外
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人
4
l
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一h
l
u
一
ね
な
批
判
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J

」
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L
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産
保

護
の
た
め
比
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、
引
の
達

K
L
一L
ニ
ノ
北
川
止
に
』
ひ
ふ
た
ロ
、
処
山
註
凶
に
広
扶
が
作
一
じ

L
ま
7
ρ

也
、
し
れ
ま
屯
し
カ
L
な
日
ら
、
行
為
治
枝
の
一
一
比

述
小
川
畑
象
的
な
品
門
戸
j
q
ρ

に
あ
っ
て
は
、
千
人
の
推
7ぷ
川
口
山
吉
ハ
じ
を
↓
川
以
引
に
叫
惇
な
民
主
が
立
山
が
れ
る
云
ら
ば
問
、

γ
円
れ
る
べ
き
で
品
目
々
九

日
〉
に
回
出
わ
れ
る
さ
も
な
け
れ
ば
、
1

貯
挙
」
、
「
損
害
」
勾
理
相
次
第
で
い
込
川
j
範
囲
が
広
ぷ
り
過
ぎ
る
だ
詑
性
が
あ
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～河
p

b
い
、
ド
ノ
ソ
に

お
け
る
取
締
役
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行
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ド
芯
医
す
る
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カ
「
J
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ど
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る
損
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円
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川
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む
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－
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士
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f
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憲
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エ
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P
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も
芙
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と
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で
川
’
戸
別
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事
切
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一
？
る
こ
℃
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川
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の
詞
時
計
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、
J
V
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と
h

－
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判
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砕
け
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こ
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一
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よ
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川
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誕
九
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匁
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＆
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仕
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伐
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司
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仇
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と
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u
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古
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仕
刀
且
豆
決
足
ピ
川
M
v
t
品
川
仰
に
と
刀
よ
う
と
対
語
ェ
乞
足
d
M
ず
G
m
w
カ
ニ

1
1フ
m
円
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♂
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わ
れ
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F

な
一
刊
、
い
日
江
は
、
れ
た
若
心
9

4

で
さ
虫
色
γ
一
民
促
づ
汀
る
の
に
m
ほ
し
て
、
治
切
な
ん
古
引
十
代
μ
共同山中島いんしヤ一

J

～
汁
、
は
た
く
、
他
の
会
P
T
機
一
刊
一

間
に
刈
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0
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反
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じ
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右
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台
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度
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川
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し
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r
A
U
T
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（
叩
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岳
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背
任
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行
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れ
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佐
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日
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右
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右
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ず
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司
的
ぜ
か
判
K
5
3
わ
令

ヘ
山
川
で
こ
の
品
川

ωmJ川
批
判
「
る
の
は
、
佐
伯
「
心
一
判
批
」

γ
～
リ
↓
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収
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友
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叱
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叫
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れ
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付
パ
行
な
1

わ
札
？
↑
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日
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v
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什
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司
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日
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J
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什
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；
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台
一
民
、
江
一
明
憲
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－
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岡
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－
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環
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付
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＼
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什
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れ
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れ
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中
一
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ヨ
弁
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ハ
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ヤ
シ
＼
戸
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合
（
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一
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C
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↓
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｛
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＼
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。
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－
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茅
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↑
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